
 

「かながわ障がい者計画」改定について 

 

１ これまでの経過 

  平成30年12月 第３回県議会定例会厚生常任委員会に改定素案を報告 

  平成30年12月～平成31年１月 

         改定素案について県民意見募集（パブリック・コメント）

を実施 

  平成31年２月 神奈川県障害者施策審議会において改定案を検討 

         第１回県議会定例会厚生常任委員会に改定案を報告 

 

２ 改定の概要 

（１）改定の趣旨 

平成26年３月に改定した「かながわ障害者計画（平成26年度～平成

30年度）」について、計画期間が満了し、新たな計画を策定する必要が

あるため、国が示す「障害者基本計画」を参考とし、「ともに生きる社

会かながわ憲章」の策定、津久井やまゆり園再生に向けた取組みとそ

の全県展開等を踏まえ、「かながわ障害者計画」を改定する。 

（２）計画の位置付け 

障害者基本法第11条第２項に基づく法定計画である「都道府県障害

者計画」であり、障がい者の自立及び社会参加の支援のための施策の

総合的かつ計画的な推進を図るために策定する、障がい者のための施

策に関する基本的な計画とする。 

なお、県の総合計画を補完する個別計画として位置付ける。 

（３）計画期間 

2019年（平成31）年度から平成2023年度までの５年間とする。 

（４）対象区域 

県内全市町村とする。 

（５）計画改定の考え方とポイント 

ア 障がい者の意思決定支援の推進や、社会的障壁の除去等を基本的

な方向として、国が平成29年度末に策定した「障害者基本計画（第

４次）」の内容を参考とする。 

イ ともに生きる社会かながわ憲章や津久井やまゆり園再生に向けた

取組みとその全県展開を計画に反映させる。 

ウ ともに生きる社会かながわの実現に向け、憲章に掲げた４つの柱に

施策を体系づける。 

エ 実効性のある取組みを推進する観点から、新たに成果目標を設定

する。 

資料２ 



 

３ 改定案の概要 

（１）かながわ障がい者計画について 

ア 策定の背景 

イ 障がい者数の推移 

ウ かながわ障がい者計画の位置付け 

エ 計画の対象期間 

（２）基本的な考え方 

ア 基本理念と基本方針 

イ ４つの柱と８つの分野別施策の考え方 

（３）分野別施策の基本的方向 

ア すべての人のいのちを大切にする取組み 

 (ｱ) すべての人の権利を守るしくみづくり 

(ｲ) ともに生きる社会を支える人づくり 

イ 誰もがその人らしく暮らすことのできる地域社会を実現する取組み 

(ｱ) 意思決定支援の推進と地域生活移行の支援 

(ｲ) 障がい者の地域生活を支える福祉・医療サービスの充実 

ウ 障がい者の社会への参加を妨げるあらゆる壁、いかなる偏見や差別

も排除する取組み 

(ｱ) 社会参加への環境づくり 

a 安全・安心な生活環境の整備 

b 情報アクセシビリティの向上及び意思疎通支援の充実 

c  暮らしの安全と安心 

d  行政等における配慮の充実 

(ｲ) 雇用・就業、経済的自立の支援 

エ  憲章の実現に向けた県民総ぐるみの取組み 

(ｱ) 憲章の普及啓発及び心のバリアフリーの推進 

   (ｲ)  教育や文化芸術・スポーツにおける取組み 

a 教育の振興 

b 文化・芸術活動・スポーツ等の振興 

（４）推進体制 

ア 連携・協力の確保 

イ 進行管理 

（５）別表 かながわ障がい者計画関連成果目標 

 

 

 

 



 

４ 改定素案に係る県民意見募集（パブリック・コメント）の状況 

（１）意見募集期間 

   平成30年12月21日～平成31年１月21日 

（２）意見募集方法 

   県ホームページへの掲載、県機関等での閲覧、関係団体等への周知 

（３）意見の提出方法 

   郵送、ファクシミリ、電子メール、障がい当事者等関係団体へのヒア

リング 

（４）提出された意見の概要 

  ア 意見件数 157件 

  イ 意見の内訳  

  区 分 件 数 

(ｱ) かながわ障がい者計画（策定の背景、障がい者数の推移等）に関

する意見 

５件 

(ｲ) 基本的な考え方に関する意見 13件 

(ｳ) 分野別施策の基本的方向（すべての人のいのちを大切にする取

組み）に関する意見 

10件 

(ｴ)  分野別施策の基本的方向（誰もがその人らしく暮らすことので

きる地域社会を実現する取組み）に関する意見 

53件 

(ｵ)  分野別施策の基本的方向（障がい者の社会への参加を妨げるあ

らゆる壁、いかなる偏見や差別も排除する取組み）に関する意見 

30件 

(ｶ)  分野別施策の基本的方向（憲章の実現に向けた県民総ぐるみの

取組み）に関する意見 

21件 

(ｷ) 推進体制に関する意見 １件 

(ｸ) 別表かながわ障がい者計画関連成果目標に関する意見 ７件 

(ｹ) その他 17件 

計 157件 

    ウ 意見の反映状況 

区 分 件  数 

(ｱ) 新たな計画に反映しました。 38件 

(ｲ) 新たな計画には反映していませんが、ご意見のあった施策等は

既に取り組んでいます。 

29件 

(ｳ) 今後の政策運営の参考とします。 39件 

(ｴ)  反映できません。 8件 

(ｵ)  その他（感想・質問等） 43件 

計 157件 



 

 

５ 今後のスケジュール 

平成31年３月 改定計画の決定 

 

 


